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東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
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関
す
る
条
例
施
行
規
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第
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二
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公
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平
成
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四
年
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五
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公
安
委
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規
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平
成
十
七
年
二
月
十
日 

公
安
委
員
会
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則
第
二
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平
成
十
七
年
三
月
十
四
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公
安
委
員
会
規
則
第
四
号 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る

条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
届
出
書
の
提
出
方
法
） 

第
二
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と

い
う
。
）
へ
の
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
営
業
所
、
事
務
所
又
は
自
動
販

売
機
を
設
置
す
る
場
所
（
以
下
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
警
察
署
の
長
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
七
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

て
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
又
は
利
用
カ
ー
ド
販
売
業
を
営
む
者
が
、
複
数
の

営
業
所
等
を
異
な
る
警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
設
置
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
複
数
の
営
業
所
等
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
届
出
を
同
時
に
行

お
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
か
一
つ
の

営
業
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
長
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 

（
一
）
営
業
の
廃
止 

（
二
）
条
例
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に

次
条
第
三
項
第
一
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更 

（
営
業
の
開
始
の
届
出
） 

第
三
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営

業
開
始
届
出
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
正
副
二
部
提
出
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
利
用
カ
ー
ド
販
売
業

開
始
届
出
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
正
副
二
部
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す

る
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
一
）
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
本
籍
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
国
籍
）
、
生
年
月
日
及
び
電
話
番
号 

（
二
）
営
業
所
等
の
代
表
電
話
番
号 

（
三
）
営
業
の
形
態 

（
四
）
営
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

（
五
）
営
業
時
間 

（
六
）
営
業
所
等
に
お
け
る
業
務
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者
（
営
業
を
営

も
う
と
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
統
括
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
及
び
電
話
番
号 

（
七
）
営
業
に
使
用
す
る
電
話
番
号 

（
八
）
営
業
所
等
の
構
造
及
び
設
備
の
概
要 

（
九
）
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
役
員
の
氏
名
、

所
、
本
籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
国
籍
）、
生
年
月
日
及
び
電
話
番
号 

（
十
）
利
用
カ
ー
ド
販
売
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
利
用
情
報

に
よ
り
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介

営
業
等
に
係
る
営
業
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
さ
ら
に
代
表
者

の
氏
名
） 

４ 

条
例
第
七
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行

う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
各
１
部
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
）
営
業
所
等
の
平
面
図
及
び
営
業
所
等
の
周
囲
の
略
図 

（
二
）
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
住
民
票
の
写 

し 

外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
） 

（
三
）
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
定
款
及
び
登
簿

の
謄
本
並
び
に
役
員
に
係
る
前
号
に
掲
げ
る
書
類 

（
四
）
統
括
管
理
者
に
係
る
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

（
五
）
営
業
所
等
の
使
用
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書 

 

 
 

類 
（
営
業
の
廃
止
の
届
出
） 

第
四
条 

条
例
第
七
条
第
二
項
又
は
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
営
業

の
廃
止
の
届
出
は
、
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
及
び
利
用
カ
ー
ド
販
売
業
の
廃

止
届
出
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
を
正
副
二
部
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
営
業
の
変
更
の
届
出
） 

第
五
条 

条
例
第
七
条
第
二
項
又
は
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
営
業

の
変
更
の
届
出
は
、
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
及
び
利
用
カ
ー
ド
販
売
業
の
変

更
届
出
書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
を
正
副
二
部
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

の
う
ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係
る
も
の
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

一
つ
の
警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
設
置
し
て
い
る
複
数
の
営
業
所
等
に

つ
い
て
同
時
に
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
の
う
ち
、
同
一
の
内

容
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い

て
は
、
一
部
を
届
出
書
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
つ
の
営
業
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
の
長
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
の
う
ち
、
同
一
の
内
容

と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
一
部
を
当
該
一
つ
の
営
業
所
等
に
係
る
届
出
書
に
添
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
青
少
年
立
入
禁
止
の
表
示
） 

第
六
条 

条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
東
京
都
デ
ー
ト
ク

ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
表

示
（
別
記
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
利
用
カ
ー
ド
を
販
売
す
る
自
動
販
売
機
へ
の
表
示
） 

第
七
条 

条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
東
京
都
デ
ー
ト

ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

く
表
示
（
別
記
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
別
記
様
式
第
六
号
の
表
示
を
し
て
い
る

自
動
販
売
機
に
よ
り
利
用
カ
ー
ド
の
販
売
を
行
う
と
き
の
表
示
は
、
同
様

式
に
代
え
て
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
指
示
、
停
止
及
び
廃
止
） 

第
八
条 

条
例
第
十
二
条
及
び
第
十
五
条
の
六
に
規
定
す
る
指
示
は
、
指
示

書
（
別
記
様
式
第
八
号
）
を
交
付
し
て
行
う
。 

２ 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
の
七
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
営
業
の
停
止
の
命
令
は
、
営
業
停
止
命
令
書
（
別

記
様
式
第
九
号
）
を
交
付
し
て
行
う
。 

３ 

条
例
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
営
業

の
廃
止
の
命
令
は
、
営
業
廃
止
命
令
書
（
別
記
様
式
第
十
号
）
を
交
付
し

て
行
う
。 

（
聴
聞
の
手
続
） 

第
八
条
の
二 

条
例
第
十
四
条
第
二
項
（
条
例
第
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
の
公
示
は
、

公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
従
業
員
名
簿
） 

第
九
条 

条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
一
）
性
別 

（
二
）
採
用
年
月
日 

（
三
）
従
事
す
る
業
務
の
内
容 

（
四
）
退
職
（
死
亡
を
含
む
。）
の
年
月
日
及
び
そ
の
事
由 

２ 

デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
又
は
利
用
カ
ー
ド
販
売
業
を
営
む
者
は
、
従
業
員

が
退
職
し
た
日
か
ら
三
年
間
は
、
当
該
従
業
員
に
係
る
従
業
員
名
簿
を
備

え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
身
分
証
明
書
） 

第
十
条 

条
例
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様

式
第
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
除
却
そ
の
他
必
要
な
措
置
命
令
） 

第
十
一
条 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
の
除
却
そ
の
他

必
要
な
措
置
の
命
令
は
、
除
却
等
措
置
命
令
書
（
別
記
様
式
第
十
二
号
）

を
交
付
し
て
行
う
。 

 



東京都 

（
保
管
、
返
還
及
び
廃
棄
の
手
続
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
除
却
し
た
は
り
札
又
は

立
看
板
（
以
下
「
除
却
広
告
物
」
と
い
う
。）
の
保
管
、
返
還
及
び
廃
棄
は
、

当
該
除
却
広
告
物
を
表
示
し
て
あ
っ
た
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
長
が

行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

除
却
広
告
物
を
保
管
し
た
警
察
署
長
は
、
当
該
除
却
広
告
物
に
つ
い
て

権
原
を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
除
却
広
告
物
を
保
管
し
て
い
る
旨
及
び

七
日
以
内
に
引
き
取
る
べ
き
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
権

原
を
有
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
当
該
除
却

広
告
物
の
種
類
、
表
示
内
容
、
数
量
、
除
却
し
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に

七
日
以
内
に
引
き
取
る
べ
き
旨
を
、
当
該
警
察
署
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て

公
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
通
知
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

除
却
広
告
物
の
返
還
の
請
求
は
、
当
該
除
却
広
告
物
を
保
管
す
る
警
察

署
長
に
対
し
、
除
却
広
告
物
返
還
請
求
書
（
別
記
様
式
第
十
三
号
）
及
び

当
該
除
却
広
告
物
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

警
察
署
長
は
、
保
管
し
た
除
却
広
告
物
に
つ
い
て
、
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
し
た
日
又
は
公
示
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
権
原
を
有
す
る

者
か
ら
当
該
除
却
広
告
物
の
返
還
の
請
求
が
な
い
場
合
は
、
こ
れ
を
廃
棄

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
一
年
公
委
規
則
第
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
一
年
三
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
一
年
公
委
規
則
第
十
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
東
京
都
テ
レ
ホ
ン
ク
ラ
ブ
等
営
業
及
び
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業

の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条

例
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
四
年
公
委
規
則
第
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
七
年
公
委
規
則
第
二
号
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
前
の
東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
立
入
証
及
び
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
性

風
俗
営
業
等
に
係
る
不
当
な
勧
誘
、
料
金
の
取
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
立
入
証
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
及
び
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
性
風
俗
営
業
等
に
係
る
不
当
な
勧
誘
、
料
金
の

取
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
身

分
証
明
書
と
み
な
す
。 

附 

則
（
平
成
十
七
年
公
委
規
則
第
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


